
 

 
 

平成 30 年 10 月 10 日 

厚生労働省審査解析室 

 

「6431-02、-021 社会福祉（国公立）★★」部門の推計について 

 

Ⅰ  概念・定義・範囲 

日本標準産業分類の細分類 8229「その他の職業・教育支援施設」のうち児童自立支援施設、小分類

852「福祉事務所」、細分類 8539「その他の児童福祉事業」、小分類 854「老人福祉・介護事業」、855

「障害者福祉事業」及び 859「その他の社会保険・社会福祉・介護事業」のうち、国・地方公共団体

等による社会福祉施設サービス活動及び社会福祉地域サービス活動を範囲とする。なお、介護保険に

よるサービスは「介護（施設サービス）」、「介護（施設サービスを除く。）」に含める。 

 

［平成 23 年表からの変更点］ 

平成 23 年表において本部門に含まれていた保育所を分割し、「6431-05、-051 保育所」を新設 

 

Ⅱ 推計資料 

１）一般会計決算報告書（財務省）、２）厚生労働省所管歳出予算要求額明細書（厚生労働省）、３）

社会福祉施設等調査（厚生労働省）、４）地方財政統計年報（総務省）、５）地方公務員給与の実態（総

務省）、６）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園損益計算書（国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園）、７）地方財政状況調査（総務省）、８）産業連関構造調査（医療業・社会福祉事業等投入調

査）（厚生労働省）、９）産業連関表（総務省） 

 

Ⅲ 推計方法 

(1) 国内生産額  １，３６７，２６１百万円 （※初期値） 

① 資料１による国立更生援護機関諸施設の運営費を暦年換算した額 

② 資料２による社会福祉諸施設の運営費（措置費国庫負担額＋措置費地方負担額＋費用徴収額）

を暦年換算し、これを資料３による社会福祉諸施設の総定員に占める公立施設定員の比率を乗じ

て推計した額 

③ 資料４による老人福祉諸施設及び児童厚生諸施設の運営費を暦年換算した額 

④ 資料４及び５による福祉事務所の経費を暦年換算した額 

⑤ 資料６による国立重度知的障害者総合施設の消費的支出を暦年換算した額 

⑥ 内閣府推計値による減価償却費及び金融（FISIM） 

⑦ ①～⑥の合計額を国内生産額とする。 

(2) 投入額 

上記(1)により推計した生産額に、資料７及び８により求めた構成比を乗じて大枠を推計し、資

料９を参考に基本分類へ配分する。 ⇒ 別添資料参照 

 (3) 産出額 

資料１～６を参考に、社会福祉諸施設の費用徴収額は家計消費支出へ、残額を経営主体に応じて

中央政府個別的消費支出及び地方政府個別的消費支出へ配分する。 
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